
◎

船
員
保
険
法
（
大
正
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）

抄

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

（
第
五
十
一
条
関
係
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
施
行
）
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
一
章
～
第
五
章

（
略
）

第
六
章

罰
則
（
第
六
十
八
条
―
第
七
十
一
条
）

第
六
章

罰
則
（
第
六
十
八
条
―
第
七
十
条
）

附
則

附
則

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）

⑤

報
酬
ガ
歩
合
ニ
依
リ
定
メ
ラ
ル
ル
被
保
険
者
ニ
付
テ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ

⑤

報
酬
ガ
歩
合
ニ
依
リ
定
メ
ラ
ル
ル
被
保
険
者
ニ
付
テ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ

外
社
会
保
険
庁
長
官
ハ
厚
生
労
働
大
臣
ノ
定
ム
ル
月
ノ
初
日
（
以
下
本
条
及
第
四

外
社
会
保
険
庁
長
官
ハ
厚
生
労
働
大
臣
ノ
定
ム
ル
月
ノ
初
日
（
以
下
本
条
及
次
条

条
ノ
三
ニ
於
テ
基
準
日
ト
称
ス
）
現
在
ニ
依
リ
毎
年
報
酬
月
額
ヲ
算
定
シ
従
前
ノ

ニ
於
テ
基
準
日
ト
称
ス
）
現
在
ニ
依
リ
毎
年
報
酬
月
額
ヲ
算
定
シ
従
前
ノ
報
酬
月

報
酬
月
額
ニ
基
キ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
標
準
報
酬
月
額
ニ
該
当
セ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ

額
ニ
基
キ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
標
準
報
酬
月
額
ニ
該
当
セ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
基
準
日

基
準
日
ノ
属
ス
ル
月
ヨ
リ
其
ノ
標
準
報
酬
月
額
ヲ
改
定
ス
但
シ
左
ニ
掲
グ
ル
被
保

ノ
属
ス
ル
月
ヨ
リ
其
ノ
標
準
報
酬
月
額
ヲ
改
定
ス
但
シ
左
ニ
掲
グ
ル
被
保
険
者
ニ

険
者
ニ
付
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

付
テ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

一

基
準
日
前
一
年
以
内
ニ
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
標
準
報
酬
月
額
ガ
定
メ
ラ
レ

一

基
準
日
前
一
年
以
内
ニ
第
二
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
標
準
報
酬
月
額
ガ
定
メ
ラ
レ

又
ハ
基
準
日
前
一
年
以
内
ノ
何
レ
カ
ノ
月
ヨ
リ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
標
準
報
酬

又
ハ
基
準
日
前
一
年
以
内
ノ
何
レ
カ
ノ
月
ヨ
リ
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
標
準
報
酬

月
額
ガ
改
定
セ
ラ
レ
タ
ル
被
保
険
者
ニ
シ
テ
当
該
標
準
報
酬
月
額
ノ
基
礎
ト
為

月
額
ガ
改
定
セ
ラ
レ
タ
ル
被
保
険
者
ニ
シ
テ
当
該
標
準
報
酬
月
額
ノ
基
礎
ト
為

リ
タ
ル
報
酬
月
額
ガ
第
四
条
ノ
三
第
一
項
第
五
号
イ
又
ハ
ロ
ニ
掲
グ
ル
額
ヲ
基

リ
タ
ル
報
酬
月
額
ガ
次
条
第
一
項
第
五
号
イ
又
ハ
ロ
ニ
掲
グ
ル
額
ヲ
基
準
ト
シ

準
ト
シ
テ
算
定
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

テ
算
定
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

二

前
号
ニ
掲
グ
ル
被
保
険
者
ト
同
一
ノ
船
舶
ニ
乗
組
ム
被
保
険
者

二

前
号
ニ
掲
グ
ル
被
保
険
者
ト
同
一
ノ
船
舶
ニ
乗
組
ム
被
保
険
者

⑥

（
略
）

⑥

（
略
）



第
四
条
ノ
二

社
会
保
険
庁
長
官
ハ
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護

を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条

第
一
号
ニ
規
定
ス
ル
育
児
休
業
又
ハ
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
ノ
育
児
休
業
ノ
制

度
ニ
準
ズ
ル
措
置
ニ
依
ル
休
業
（
以
下
育
児
休
業
等
ト
称
ス
）
ヲ
終
了
シ
タ
ル
被

保
険
者
（
第
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定
ニ
依
ル
被
保
険
者
ヲ
除
ク
）
ガ
当
該
育
児
休
業

等
ヲ
終
了
シ
タ
ル
日
（
以
下
本
条
及
次
条
第
一
項
ニ
於
テ
育
児
休
業
等
終
了
日
ト

称
ス
）
ニ
於
テ
当
該
育
児
休
業
等
ニ
係
ル
三
歳
ニ
満
タ
ザ
ル
子
ヲ
養
育
ス
ル
場
合

ニ
於
テ
其
ノ
使
用
セ
ラ
ル
ル
船
舶
所
有
者
ヲ
経
由
シ
テ
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定

ム
ル
所
ニ
依
リ
社
会
保
険
庁
長
官
ニ
申
出
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
前
条
第
三
項
乃
至

第
五
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
育
児
休
業
等
終
了
日
ノ
翌
日
現
在
ニ
依
リ
報
酬
月
額

ヲ
算
定
シ
従
前
ノ
報
酬
月
額
ニ
基
キ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
標
準
報
酬
月
額
ニ
該
当
セ
ザ

ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
育
児
休
業
等
終
了
日
ノ
翌
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
翌
月
（
育
児
休
業

等
終
了
日
ノ
翌
日
ガ
月
ノ
初
日
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
月
）
ヨ
リ
其
ノ
標
準
報
酬
月
額

ヲ
改
定
ス

②
前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
標
準
報
酬
月
額
ガ
改
定
セ
ラ
レ
タ
ル
被
保
険
者
ニ
付
テ
ハ
前

条
第
三
項
乃
至
第
五
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
ノ
外
其
ノ
被
保
険
者
ノ
勤
務
時
間
其
ノ
他

ノ
勤
務
条
件
ニ
変
更
ア
リ
タ
ル
ニ
因
リ
当
該
被
保
険
者
ニ
支
払
ハ
ル
ベ
キ
報
酬
ガ

従
前
ノ
報
酬
月
額
ニ
基
キ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
標
準
報
酬
月
額
ニ
該
当
セ
ザ
ル
ニ
至
リ

タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
社
会
保
険
庁
長
官
ハ
其
ノ
変
更
ア
リ
タ
ル
月
ノ
翌
月
（
其
ノ

変
更
ア
リ
タ
ル
日
ガ
月
ノ
初
日
ナ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
月
）
ヨ
リ
其
ノ
標
準
報
酬
月
額

ヲ
改
定
ス

第
四
条
ノ
三

被
保
険
者
ノ
報
酬
月
額
ハ
左
ノ
各
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
之
ヲ
算
定
ス

第
四
条
ノ
二

被
保
険
者
ノ
報
酬
月
額
ハ
左
ノ
各
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
之
ヲ
算
定
ス

一

月
、
週
其
ノ
他
一
定
期
間
ニ
依
リ
報
酬
ヲ
定
ム
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
被
保
険
者

一

月
、
週
其
ノ
他
一
定
期
間
ニ
依
リ
報
酬
ヲ
定
ム
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
被
保
険
者

ノ
資
格
ヲ
取
得
シ
タ
ル
日
、
報
酬
ニ
増
減
ア
リ
タ
ル
日
、
育
児
休
業
等
終
了
日

ノ
資
格
ヲ
取
得
シ
タ
ル
日
又
ハ
報
酬
ニ
増
減
ア
リ
タ
ル
日
ノ
現
在
ニ
於
ケ
ル
報



ノ
翌
日
又
ハ
勤
務
時
間
其
ノ
他
ノ
勤
務
条
件
ニ
変
更
ア
リ
タ
ル
日
ノ
現
在
ニ
於

酬
ノ
額
ヲ
其
ノ
期
間
ノ
総
日
数
ヲ
以
テ
除
シ
テ
得
タ
ル
額
ノ
三
十
倍
ニ
相
当
ス

ケ
ル
報
酬
ノ
額
ヲ
其
ノ
期
間
ノ
総
日
数
ヲ
以
テ
除
シ
テ
得
タ
ル
額
ノ
三
十
倍
ニ

ル
額

相
当
ス
ル
額

二

日
又
ハ
時
間
ニ
依
リ
報
酬
ヲ
定
ム
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
被
保
険
者
ノ
資
格
ヲ
取

二

日
又
ハ
時
間
ニ
依
リ
報
酬
ヲ
定
ム
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
被
保
険
者
ノ
資
格
ヲ
取

得
シ
タ
ル
日
、
育
児
休
業
等
終
了
日
ノ
翌
日
又
ハ
勤
務
時
間
其
ノ
他
ノ
勤
務
条

得
シ
タ
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
前
一
月
間
ニ
現
ニ
使
用
セ
ラ
ル
ル
船
舶
ニ
於
テ
同
様

件
ニ
変
更
ア
リ
タ
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
前
一
月
間
ニ
現
ニ
使
用
セ
ラ
ル
ル
船
舶
ニ

ノ
労
務
ニ
従
事
シ
同
様
ノ
報
酬
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
報
酬
ノ
額
ヲ
平
均
シ
タ
ル
額

於
テ
同
様
ノ
労
務
ニ
従
事
シ
同
様
ノ
報
酬
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
報
酬
ノ
額
ヲ
平
均
シ

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
報
酬
ヲ
定
ム
ル
被
保
険
者
ノ
報
酬
ガ
其
ノ
増
減
ア
リ
タ
ル

タ
ル
額

場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
日
ノ
属
ス
ル
月
ニ
受
ケ
タ
ル
報
酬
ノ
額

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
報
酬
ヲ
定
ム
ル
被
保
険
者
ノ
報
酬
ガ
其
ノ
増
減
ア
リ
タ
ル

場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
日
ノ
属
ス
ル
月
ニ
受
ケ
タ
ル
報
酬
ノ
額

三

前
二
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
算
定
シ
難
キ
場
合
（
歩
合
ニ
依
リ
報
酬
ヲ
定
ム
ル
場

三

前
二
号
ノ
規
定
ニ
依
リ
算
定
シ
難
キ
場
合
（
歩
合
ニ
依
リ
報
酬
ヲ
定
ム
ル
場

合
ヲ
除
ク
）
ニ
於
テ
ハ
被
保
険
者
ノ
資
格
ヲ
取
得
シ
タ
ル
日
、
報
酬
ニ
増
減
ア

合
ヲ
除
ク
）
ニ
於
テ
ハ
被
保
険
者
ノ
資
格
ヲ
取
得
シ
タ
ル
日
又
ハ
報
酬
ニ
増
減

リ
タ
ル
日
、
育
児
休
業
等
終
了
日
ノ
翌
日
又
ハ
勤
務
時
間
其
ノ
他
ノ
勤
務
条
件

ア
リ
タ
ル
日
前
一
月
間
ニ
同
様
ノ
船
舶
ニ
於
テ
同
様
ノ
労
務
ニ
従
事
シ
同
様
ノ

ニ
変
更
ア
リ
タ
ル
日
前
一
月
間
ニ
同
様
ノ
船
舶
ニ
於
テ
同
様
ノ
労
務
ニ
従
事
シ

報
酬
ヲ
受
ク
ル
者
ガ
受
ケ
タ
ル
報
酬
ノ
額

同
様
ノ
報
酬
ヲ
受
ク
ル
者
ガ
受
ケ
タ
ル
報
酬
ノ
額

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

第
四
条
ノ
四

（
略
）

第
四
条
ノ
三

（
略
）

第
四
条
ノ
五

（
略
）

第
四
条
ノ
四

（
略
）

②

第
四
条
ノ
三
第
二
項
ノ
規
定
ハ
標
準
賞
与
額
ノ
算
定
ニ
関
シ
之
ヲ
準
用
ス

②

第
四
条
ノ
二
第
二
項
ノ
規
定
ハ
標
準
賞
与
額
ノ
算
定
ニ
関
シ
之
ヲ
準
用
ス

第
二
十
一
条
ノ
三

社
会
保
険
庁
長
官
ハ
第
十
九
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
確
認
又
ハ

第
二
十
一
条
ノ
三

社
会
保
険
庁
長
官
ハ
第
十
九
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
確
認
又
ハ

第
四
条
第
二
項
若
ハ
第
四
条
ノ
五
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
決
定
若
ハ
第
四
条
第
三

第
四
条
第
二
項
若
ハ
第
四
条
ノ
四
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
決
定
若
ハ
第
四
条
第
三

項
乃
至
第
五
項
若
ハ
第
四
条
ノ
二
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
定
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

項
乃
至
第
五
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
改
定
ヲ
行
ヒ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
旨
ヲ
船
舶
所
有
者



旨
ヲ
船
舶
所
有
者
ニ
通
知
ス
ベ
シ

ニ
通
知
ス
ベ
シ

②
～
⑤

（
略
）

②
～
⑤

（
略
）

第
五
十
三
条

被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ガ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル

第
五
十
三
条

被
保
険
者
又
ハ
被
保
険
者
タ
リ
シ
者
ガ
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル

場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
期
間
療
養
ノ
給
付
又
ハ
入
院
時
食
事
療
養
費
、
特
定
療
養
費

場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
期
間
療
養
ノ
給
付
又
ハ
入
院
時
食
事
療
養
費
、
特
定
療
養
費

、
訪
問
看
護
療
養
費
、
移
送
費
、
傷
病
手
当
金
、
出
産
育
児
一
時
金
若
ハ
出
産
手

、
訪
問
看
護
療
養
費
、
移
送
費
、
傷
病
手
当
金
、
出
産
育
児
一
時
金
若
ハ
出
産
手

当
金
ノ
支
給
ヲ
為
サ
ズ
但
シ
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
二
十
八
条
第

当
金
ノ
支
給
ヲ
為
サ
ズ
但
シ
第
一
号
ニ
該
当
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
第
二
十
八
条
第

一
項
第
一
号
乃
至
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
療
養
ノ
給
付
及
移
送
費
ノ
支
給
（
船
員
法
第

一
項
第
一
号
乃
至
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
療
養
ノ
給
付
及
移
送
費
ノ
支
給
（
船
員
法
第

四
十
七
条
ニ
規
定
ス
ル
送
還
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
場
合
以
外
ノ
場
合
ニ
限
ル
）

四
十
七
条
ニ
規
定
ス
ル
送
還
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
場
合
以
外
ノ
場
合
ニ
限
ル
）

ヲ
除
ク
モ
ノ
ト
シ
第
二
号
及
第
三
号
ニ
該
当
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
傷
病
手
当
金
及

ヲ
除
ク

出
産
手
当
金
ノ
支
給
（
厚
生
労
働
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
場
合
以
外
ノ
場
合
ニ
限
ル

）
ヲ
除
ク
モ
ノ
ト
ス

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

②
～
④

（
略
）

②
～
④

（
略
）

第
五
十
七
条
ノ
三

（
略
）

第
五
十
七
条
ノ
三

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

第
五
条
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
四
項
、
第
九
条
ノ
二
第
一
項
、
第
二
十

③

第
五
条
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
四
項
、
第
九
条
ノ
二
第
一
項
、
第
二
十

五
条
ノ
三
乃
至
第
二
十
七
条
ノ
二
、
第
五
十
五
条
、
第
六
十
三
条
第
一
項
及
第
七

五
条
ノ
三
乃
至
第
二
十
七
条
ノ
二
、
第
五
十
五
条
、
第
六
十
三
条
第
一
項
及
第
六

十
一
条
第
二
項
ノ
規
定
中
保
険
給
付
、
失
業
等
給
付
又
ハ
求
職
者
等
給
付
ト
称
ス

十
九
条
ノ
三
第
二
項
ノ
規
定
中
保
険
給
付
、
失
業
等
給
付
又
ハ
求
職
者
等
給
付
ト

ル
ハ
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
給
付
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
ス

称
ス
ル
ハ
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
給
付
ヲ
含
ム
モ
ノ
ト
ス

第
五
十
九
条
ノ
四

育
児
休
業
等
ヲ
為
シ
タ
ル
被
保
険
者
（
第
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定

第
五
十
九
条
ノ
四

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者

ニ
依
ル
被
保
険
者
ヲ
除
ク
）
ニ
付
船
舶
所
有
者
ガ
厚
生
労
働
省
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ

の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
其
ノ
他
政
令
ヲ
以
テ
定

依
リ
社
会
保
険
庁
長
官
ニ
申
出
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
育
児
休
業
等
ヲ
開
始
シ

ム
ル
法
令
ニ
基
ク
育
児
休
業
ヲ
為
シ
タ
ル
被
保
険
者
（
第
十
九
条
ノ
三
ノ
規
定
ニ

タ
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
以
後
其
ノ
育
児
休
業
等
ノ
終
了
ス
ル
日
ノ
翌
日
ノ
属
ス
ル
月

依
ル
被
保
険
者
ヲ
除
ク
）
ニ
付
船
舶
所
有
者
ガ
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
社
会
保



ノ
前
月
迄
ノ
期
間
当
該
被
保
険
者
ニ
関
ス
ル
保
険
料
ヲ
徴
収
セ
ズ

険
庁
長
官
ニ
申
出
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
申
出
ア
リ
タ
ル
日
ノ
属
ス
ル
月
以
後
当
該

育
児
休
業
ノ
終
了
ス
ル
日
ノ
翌
日
ノ
属
ス
ル
月
ノ
前
月
迄
ノ
期
間
当
該
被
保
険
者

ニ
関
ス
ル
保
険
料
ヲ
徴
収
セ
ズ

第
六
十
九
条
ノ
三

左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
者
ハ
五
十
万
円
以
下
ノ
罰
金
ニ
処

第
六
十
九
条
ノ
三

船
舶
所
有
者
又
ハ
第
九
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
社
会
保
険
庁

ス

長
官
ノ
指
定
シ
タ
ル
者
故
ナ
ク
同
条
同
項
ノ
規
定
ニ
基
ク
厚
生
労
働
省
令
ニ
依
ル

一

第
十
四
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
其
ノ
例
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
セ
ラ
レ
タ
ル
国
税
徴
収
法

報
告
ヲ
為
サ
ズ
若
ハ
虚
偽
ノ
報
告
ヲ
為
シ
、
同
条
同
項
ノ
規
定
ニ
基
ク
厚
生
労
働

（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
百
四
十
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
徴
収

省
令
ニ
依
ル
文
書
ノ
提
示
ヲ
為
サ
ズ
又
ハ
同
条
同
項
ノ
規
定
ニ
基
ク
厚
生
労
働
省

職
員
ノ
質
問
ニ
対
シ
テ
答
弁
セ
ズ
又
ハ
偽
リ
ノ
陳
述
ヲ
為
シ
タ
ル
者

令
ニ
依
ル
必
要
ナ
ル
事
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
十
万
円
以
下
ノ
過
料

二

第
十
四
条
ノ
規
定
ニ
依
リ
其
ノ
例
ニ
依
ル
モ
ノ
ト
セ
ラ
レ
タ
ル
国
税
徴
収
法

ニ
処
ス

第
百
四
十
一
条
ノ
規
定
ニ
依
ル
検
査
ヲ
拒
ミ
、
妨
ゲ
若
ハ
忌
避
シ
又
ハ
当
該
検

②
被
保
険
者
又
ハ
保
険
給
付
ヲ
受
ク
ル
者
故
ナ
ク
第
九
条
第
五
項
ノ
規
定
ニ
基
ク
厚

査
ニ
関
シ
偽
リ
ノ
記
載
若
ハ
記
録
ヲ
為
シ
タ
ル
帳
簿
書
類
ヲ
提
示
シ
タ
ル
者

生
労
働
省
令
ニ
依
ル
報
告
、
申
出
若
ハ
届
出
ヲ
為
サ
ズ
若
ハ
虚
偽
ノ
報
告
、
申
出

若
ハ
届
出
ヲ
為
シ
又
ハ
同
条
同
項
ノ
規
定
ニ
基
ク
厚
生
労
働
省
令
ニ
依
ル
文
書
ノ

提
出
ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
亦
前
項
ニ
同
ジ

③
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
若
ハ
手
当
ヲ
行
ヒ
タ
ル
者
又
ハ
之
ヲ
使
用
ス
ル
者
第

九
条
ノ
三
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
報
告
若
ハ
診
療
録
、
帳
簿
書
類
其
ノ
他
ノ
物
件

ノ
提
示
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
テ
故
ナ
ク
之
ニ
従
ハ
ズ
又
ハ
同
条
同
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
当
該

職
員
ノ
質
問
ニ
対
シ
テ
故
ナ
ク
答
弁
セ
ズ
若
ハ
虚
偽
ノ
答
弁
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
亦

第
一
項
ニ
同
ジ

第
七
十
条

法
人
（
法
人
ニ
非
ザ
ル
社
団
又
ハ
財
団
ニ
シ
テ
代
表
者
又
ハ
管
理
人
ノ

第
七
十
条

法
人
ノ
代
表
者
又
ハ
法
人
若
ハ
人
ノ
代
理
人
、
使
用
人
其
ノ
他
ノ
従
業

定
ア
ル
モ
ノ
（
以
下
本
条
ニ
於
テ
人
格
ナ
キ
社
団
等
ト
称
ス
）
ヲ
含
ム
以
下
本
項

者
ガ
其
ノ
法
人
又
ハ
人
ノ
業
務
ニ
関
シ
第
六
十
八
条
ノ
違
反
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト

ニ
於
テ
之
ニ
同
ジ
）
ノ
代
表
者
（
人
格
ナ
キ
社
団
等
ノ
管
理
人
ヲ
含
ム
）
又
ハ
法

キ
ハ
行
為
者
ヲ
罰
ス
ル
ノ
外
其
ノ
法
人
又
ハ
人
ニ
対
シ
同
条
ノ
罰
金
刑
ヲ
科
ス

人
若
ハ
人
ノ
代
理
人
、
使
用
人
其
ノ
他
ノ
従
業
者
ガ
其
ノ
法
人
又
ハ
人
ノ
業
務
又

ハ
財
産
ニ
関
シ
第
六
十
八
条
又
ハ
前
条
ノ
違
反
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
行
為
者

ヲ
罰
ス
ル
ノ
外
其
ノ
法
人
又
ハ
人
ニ
対
シ
各
本
条
ノ
罰
金
刑
ヲ
科
ス



②
人
格
ナ
キ
社
団
等
ニ
付
前
項
ノ
規
定
ノ
適
用
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
代
表
者

又
ハ
管
理
人
ガ
其
ノ
訴
訟
行
為
ニ
付
当
該
人
格
ナ
キ
社
団
等
ヲ
代
表
ス
ル
ノ
外
法

人
ヲ
被
告
人
又
ハ
被
疑
者
ト
ス
ル
場
合
ノ
刑
事
訴
訟
ニ
関
ス
ル
法
律
ノ
規
定
ヲ
準

用
ス

第
七
十
一
条

船
舶
所
有
者
又
ハ
第
九
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
社
会
保
険
庁
長
官

ノ
指
定
シ
タ
ル
者
故
ナ
ク
同
項
ノ
規
定
ニ
基
ク
厚
生
労
働
省
令
ニ
依
ル
報
告
ヲ
為

サ
ズ
若
ハ
虚
偽
ノ
報
告
ヲ
為
シ
、
同
項
ノ
規
定
ニ
基
ク
厚
生
労
働
省
令
ニ
依
ル
文

書
ノ
提
示
ヲ
為
サ
ズ
又
ハ
同
項
ノ
規
定
ニ
基
ク
厚
生
労
働
省
令
ニ
依
ル
必
要
ナ
ル

事
務
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
十
万
円
以
下
ノ
過
料
ニ
処
ス

②
被
保
険
者
又
ハ
保
険
給
付
ヲ
受
ク
ル
者
故
ナ
ク
第
九
条
第
五
項
ノ
規
定
ニ
基
ク
厚

生
労
働
省
令
ニ
依
ル
報
告
、
申
出
若
ハ
届
出
ヲ
為
サ
ズ
若
ハ
虚
偽
ノ
報
告
、
申
出

若
ハ
届
出
ヲ
為
シ
又
ハ
同
項
ノ
規
定
ニ
基
ク
厚
生
労
働
省
令
ニ
依
ル
文
書
ノ
提
出

ヲ
為
サ
ザ
ル
ト
キ
亦
前
項
ニ
同
ジ

③
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
若
ハ
手
当
ヲ
行
ヒ
タ
ル
者
又
ハ
之
ヲ
使
用
ス
ル
者
第

九
条
ノ
三
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
報
告
若
ハ
診
療
録
、
帳
簿
書
類
其
ノ
他
ノ
物
件

ノ
提
示
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
テ
故
ナ
ク
之
ニ
従
ハ
ズ
又
ハ
同
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
当
該
職
員

ノ
質
問
ニ
対
シ
テ
故
ナ
ク
答
弁
セ
ズ
若
ハ
虚
偽
ノ
答
弁
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
亦
第
一

項
ニ
同
ジ


